
民事暫定的状態を定める処分（仮処分）手続の概要  
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決定 
(本件終結) 

技術審査官が現場で協力。
裁判官は重大な損害また
は急迫な危険の発生防止
の為に、保全に必要な事
実について、以下を斟酌
すべきである。： 
1. 申立人の勝訴可能
性； 
2. 暫定的状態を定める
処分の許可、棄却が申立
人または相手方に補填で
きない損害を与えるか否
か； 
3. 双方当事者損害の程
度の考慮； 
4. 公衆利益にいかなる
影響を与えるか等 

技術審査官が
現場で協力。 
 

裁判所が申立人の
訂正すべき部分に
ついて、申立人に
訂正を命ずると共
に、申立書の写し
を先方に送付する。
もし先方が外国人
である場合、外国
への送達期間、双
方当事者の証拠収
集及び書状を提出
するために必要な
時間の加算を考量
すべきである。 

技術審査官
から初歩的
な意見を裁
判官に提出。 

たとえ申立人が暫定
的状態を定める処分
の原因及び保全必要
性を疎明したとして
も、裁判官は担保提
供を申立人に命じた
後に暫定的状態を定
める処分を下すこと
ができ、担保金額は
相手方が既に提出し
た証拠を斟酌すべき
である。暫定的状態
を定める処分により
生じる損害額を疎明
すべきである。 
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